
議案第２１号

令 和 ３ 年 度 さ い た ま 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業

特 別 会 計 予 算

 令和３年度さいたま市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６，０７６，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

  令和３年２月２日提出

                         さいたま市長 清 水 勇 人







第２表

（単位　千円）

事　　　　　         　項 期　　　間 限　　　度　　　額

後期高齢者医療保険料通知書等印字製本封
入封緘業務

令和３年度から
令和４年度まで 26,314

債　　務　　負　　担　　行　　為


